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毎年３月２０日までに翌年度分の会費　１千円を、無記名の定額小為替、又は

この会則に定めの無い事は役員会で協議し、附則事項として其の都度此れを別
に定める。

　店番　　　１０６３０
　口座番号　３１５６２１
　口座名義　筑南アマチュア無線クラブ（ツクナンアマチュアムセンクラブ）
（賛助金品）
この会の運営を、支援してくださる方々の賛助金品を随時受付け致します。

（４）　その他、会員として相応しく無い行為が有った場合。
（５）　第６条並びに第７条を満たすも第９条の指定日までに会費の納付が無
　　　　かった場合。
（会　費）

（附則事項）

下記ゆうちょ銀行の各口座を利用し納める。
振替振込口座
　口座番号　００１５０－６－４４７３８０
　加入者名　筑南アマチュア無線クラブ（ツクナンアマチュアムセンクラブ）
普通預金口座

（会員資格の喪失）
次の場合に会員資格を失う、但し（１）～（４）は期中で有っても会費の払い
戻しはしない。
（１）　死亡、又は閉局した時。
（２）　電波法令に違反し、罰則の適用を受けた場合。
（３）　本会の名誉を著しく汚す様な言動、行動が有った場合。

本会は、正員の推薦等を受けた方、及び自ら入会を希望する方で、会長が精査
し役員会の承認を受けた方が入会出来る。

（会　員）
（但し、ＴＡＲＣ正会員以外の方を対象とする。）

所定の会員登録をした方で構成し単年度会員制とする、毎年４月１日に始まり
翌年３月３１日に終了。

本会は、前条の目的を達成する為に下記の事業に参加する事が出来る。
（１）　毎年、７月１日より７月１０日まで実施する、七夕コンテストのメ
　　　　ンバー局として運用。（持ち点等は、コンテスト規約に明記する。）
（２）　その他、各種事業の内、指定を受けた事項。（例、新規発行のアワ
　　　　ード等。）
（入　会）

（役　員）
本会の役員は、会長を始め時のＴＡＲＣ役員が運営に当る。
（目　的）
会員は、ＪＱ１ＹＲＢの活動と支援に貢献し、営利を目的としないで健全な
アマチュア無線の運営と活性化を図り、会員相互の親睦と友好増進に努める。
（事　業）

（事務局）
本会の事務局は、筑南アマチュア無線クラブ（以後ＴＡＲＣと称する）の会長
宅に置く。
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ＹＲＢ交友会・会則 筑南アマチュア無線クラブ

Tsukunan Amateur Radio Club

（名　称）
本会は、ＹＲＢ交友会と称する。


